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１ 趣旨 

城陽市総合運動公園等の市立スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理

に関する業務（以下「管理業務」という。）について、指定管理者が行う業務の内容及

び基準等を定めています。 

 なお、施設の指定管理に関しては複数の施設を合わせて管理することとなることか

ら、指定管理者の事務所を市民体育館に設置することとしています。このため、他の

施設についてもこの事務所を拠点として、他の施設の維持管理を行うことを前提に基

準を定めています。   

 

２ 基本方針 

城陽市民が手軽に利用できるスポーツ施設として、市民のスポーツ･レクリエーショ

ン活動の振興に寄与する施設としての機能を十分に発揮できるよう、次に挙げる基本

方針により行うこととします。 

① 施設の貸出しや許可等については各施設の設置及び管理に関する条例（以下「条

例」という。）、同条例施行規則（以下「規則」という。）を基本として関係法令等

を遵守し行うものとする。 

  ② 市民の平等な利用等、公平性を確保すること。 

③ 市民にスポーツ･レクリエーション、健康の保持･増進の場を提供し、日常生活の

中で気軽に身体活動を取り入れる場として利用でき、また、各種事業やイベント参

加によるふれあいの場とすること。 

④ 災害時においては、避難、救護活動の場として提供するなど多様な機能を持つ公

共施設、スポーツ施設としての管理運営を行うこと。 

⑤ それぞれの施設利用者の多様なニーズに対応できるような管理運営を行うこと。 

⑥ 適正で効率的な管理運営を行い、経費の縮減に努めること。 

⑦ 適切な広報啓発を行うなど、施設利用を積極的に促進すること。 

⑧ 施設や設備については、施設利用者が快適かつ安全で安心して利用することがで

きるよう、適正な管理や保守点検を行うこと。 

  ⑨ それぞれのスポーツ施設の特性を踏まえ、安全で衛生的な管理を行うこと。 

  ⑩ 個人情報など、情報管理を徹底すること。 

  ⑪ 情報公開のために、情報公開規程の制定など、必要な措置を講じること。 

  ⑫ 環境に配慮した管理運営を行うこと。 

⑬ 各施設の利用促進やスポーツ・レクリエーションの普及に寄与すること。 

⑭ レクリエーションゾーン・宿泊施設指定管理者及び関係機関や近隣住民との良好

な関係を維持、構築すること。 
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３ 管理対象施設 

指定管理者が行う管理業務の対象となる主な施設は、次のとおりとする。 

 

(1) 城陽市総合運動公園スポーツゾーン（以下「総合運動公園」という。） 

総面積 70,233.08㎡ 

施 設 名 面 積 主な付属設備 

市民体育館 5,796㎡ 

競技場 

格技場 

トレーニングルーム 

会議室 

談話室 

観覧席（500席） 

放送室 

ふれあいラウンジ 

指導員室 

事務室 等 

多目的広場 9,955㎡ 
屋外照明 

クレー仕様 

野球場 8,362㎡ 

ダッグアウト 

両翼 88ｍ センター105ｍ 

外野―芝生舗装 

テニスコート 2,753㎡ 
屋外照明 

ハードコート全天候型 4面  

ゲートボール場 815㎡ 
クレー仕様 1面 

（無料施設） 

レストハウス 64㎡ 
休憩室 

屋外男女更衣室隣接 

国体記念広場   

第１駐車場 1,830㎡  

にじのはし 358㎡ 
府道上に架かる、スポーツゾーンとレク

リエーションゾーンを結ぶ橋。 

＊ 総合運動公園については、都市公園として告示しています。 
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(2)  城陽市立市民運動広場 

施 設 名 面 積 主な附属設備 

木津川河川敷 

運動広場 

38,003.38㎡ 

（内 市有地 240.7㎡、 

借地 1,327㎡） 

 

グラウンド４面 

クレーテニスコート８面 

移動式トイレ２基 

移動式倉庫１基 

境界柵 

駐車場 

市民 

テニスコート 
2,107.9㎡ 

レストハウス 

屋外照明 

砂入り人工芝 ２面 

＊ 木津川河川敷運動広場の大部分は国土交通省から占用しています。占用に係る管理

面積が、別途あります。 

＊ 木津川河川敷運動広場については、「木津川運動公園」名で都市公園として告示して

います。 

＊ 市民テニスコートの地下に上水道タンクが設置されています。 

 

(3) 城陽市立市民プール 

施 設 名  面 積 付属設備 

城陽市立市民プール 

25ｍプール(＊) 400㎡ 
水深 1.2ｍ（最深部） 

7コース 

幼児プール(＊) 285㎡ 

すべり台 

変形ひょうたん型 

水深 0.5ｍ、0.3ｍ 

管理棟 288㎡ 
事務室、救護室、受付窓口、

更衣室（コインロッカー） 

機械室 28.5㎡ 
珪藻土式濾過装置（令和 5 年

度中に改修予定）、薬注機等 

便所棟 50㎡  

売店棟 28.3㎡  

人工芝生広場 626.7㎡  

＊ 令和５年度中にプール槽の塗装改修工事を予定 
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４ 管理業務の範囲 

指定管理者が行う管理業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 施設運営に関する業務 

① 施設の使用許可 

② 施設内での行為の許可（目的外使用に関係するものは除く） 

 ③ 上記の①、②に係る使用料の徴収・還付事務 

④ 各施設の利用行為に関する監視 

(2) 施設及びその付属設備の維持管理に関する業務 

① 区域内の建物及びその付属する設備、構造物についての維持管理及び補修、修膳 

② 区域内の樹木、芝生その他の植生の育成管理 

 ③ 施設利用者の安全確保のために必要な措置 

 ④ 備品の管理に関する業務 

(3) 事業の実施に関する業務 

① スポーツ・レクリエーション事業の企画、実施に関すること 

 ② 市民のスポーツ・レクリエーション活動の習慣化及び活動支援に関すること 

 ③ 総合運動公園等を 利用に供すること 

 ④ その他市長が必要と認める事業 

(4) 利用促進に関する業務 

(5) その他市長が定める業務 

  

５ スポーツ施設の使用許可等に関する業務 

(1) 施設の開場時間及び休業日 

指定管理者は必要があると認めるときは、城陽市長（以下「市長」という。）又は、

城陽市教育委員会（以下「委員会」という。）の承認を得て臨時に休業日を定め、又は

使用時間を変更することができる。その場合は、事前に利用者に告知を行うこと。 

(2)  施設及び設備の貸出し 

   指定管理者は、施設及び附属設備の貸出しについては、利用者から事前に使用の申

込みを受けて行う。 

   使用受付の方法については、それぞれの施設の規則によるものとする。ただし、利

用者の利便を図るため、年間の計画を事前に立てる必要があるものについては、指定

管理者は当該期間外に利用にかかる調整会議を持つこととする。 

(3)  使用の受付･許可 

 ①  施設及び附属設備の使用の受付に際しては、平等な対応を行うこと。 

 ② 施設の利用案内等を作成するとともに、問い合わせに適切な対応を行うこと。 

施設内や案内パンフレット等には指定管理者により管理･運営されている施設である

ことを表示すること。 

③  使用者の申請手続きが円滑に行われるよう、必要な助言を行うこと。 
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④  指定管理者は、施設等を使用しようとするものに対して、条例及び規則の規定に基づ

き使用の許可を行う。 

⑤ 市が主催又は共催する事業、並びに関係団体が実施する全市民を対象とする事業で施

設を使用する場合は、規則で定める受付期間より先行して予約できる場合がある。その

場合は、市又は関係団体と調整すること。 

 ⑥ 施設等に係る使用料を条例及び規則の規定により徴収又は還付すること。 

 ⑦ 市が導入・運用している城陽市施設予約管理システムを利用して、使用許可等の業

務を行うこと。 

(4) 使用許可の取消し 

   指定管理者は、使用の許可を受けたものが次のいずれかに該当する場合、又は必要

と認めたときは、使用許可を取り消し、又は施設等の使用を中止させることができる。 

① 各施設内において秩序を乱し、又は他の利用者に危害が及ぶ恐れがあると認めると

き。 

② 各施設内の設備等又は用具を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。 

③ その他使用させることが各施設等の管理上支障があると認められるとき。 

(5) 施設の損傷及び滅失の届出 

指定管理者は、使用者が施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市

に届け出なければならない。 

(6) 利用者調整会議 

    施設利用者の円滑、効率的な利用のため利用者調整会議を行うものとする。（市民

プールを除く。） 

   利用者調整会議については、定期的な利用団体の円滑かつ計画的な活動を支援する

ため事前に日程調整を行うことを目的とし、必要に応じて開催する。 

(7) 指導･助言 

指定管理者は、市民が施設等を使用する際、必要な指導と助言を行うこと。 

(8) 受付業務 

   指定管理者は市が指定する場所で受付を行うものとし、受付業務に常時 1 人以上の

人員を配置し、利用者へのサービスに支障が無いように対応を行うこと。 

(9)  緊急対応 

① 台風等の対応策としての緊急連絡体制、対応等について事前に市に報告を行うこと。 

② 緊急の場合は、指定管理者の判断により休園等の措置を取るとともに、施設利用者

に退去・避難するよう指示･誘導し、利用者の安全確保を行うこと。 

③ 臨時休園を行ったときは、速やかに市に報告を行うこと。 

(10) その他 

    指定管理者は、利用者からの相談により使用に係る提案等を受けた場合は、書面

にて市に報告を行うこと。ただし、簡易な使用に係るものについては指定管理者で

対応を行うこと。 
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６ 施設及び設備の維持管理に関する業務   

スポーツ施設の設備の機能と環境を良好に維持し、利用者へのサービス提供が円滑

に行われるよう、各施設の次の事項を踏まえ、施設、設備及び備品の維持管理を行う

こと。 

総合運動公園の施設及び設備の維持管理については、別添「スポーツ施設及び設備

の維持管理基準」により行うこと。 

 

Ⅰ 城陽市総合運動公園スポーツゾーン 

(1) 関係法令に基づく法定検査をはじめ、設備の保守点検を行うこと。  

(2)  グラウンドの保守管理を行うこと。 

(3)  テニスコートの保守管理を行うこと。 

(4)  市民体育館及び各室の保守管理を行うこと。 

①  競技場、格技場の適切な維持管理を行うこと。 

② トレーニングルームの適切な維持管理を行うこと。 

③ 会議室の適切な維持管理を行うこと。 

④  利用者の憩いの場となるよう、談話室、ふれあいラウンジ等の維持管理を行うこと。 

(5) 設備の維持管理業務 

① スポーツ備品の保守管理を行うこと。 

② 体育館空調設備、ボイラー設備等施設に付属する設備の保守管理を行うこと。 

 ③ 照明施設の適切な維持管理を行うこと。 

 ④ 園路や屋外施設等の適切な維持管理を行うこと。 

 ⑤ 破損・不具合が発生、又は点検により発見した場合は、早急に修繕等の措置を取る

こと。また、利用者の施設使用に影響を及ぼす緊急の場合は、速やかに対応し、その

内容について市に報告を行うこと。 

⑥ 公園の景観向上のため、芝・植栽等の計画的な維持管理を行うこと。 

(6) 第１駐車場・駐輪場の維持管理 

     ① 附属設備等の適切な維持管理を行うこと。 

② 利用者の安全確保について、誘導員を配置する等、必要な措置をとること。 

③ 第１駐車場満車時には、必要に応じて整理員の配置など、適切な対応を行うこと。 

 

Ⅱ 城陽市立市民運動広場 

 (1) 木津川河川敷運動広場の保守管理 

① 関係法令に基づく整備及び設備の保守点検を行うこと。 

 ② グラウンドの保守管理を行うこと。 

③ テニスコートの保守管理を行うこと 

④ スポーツ備品、附属設備の保守管理を行うこと。 
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⑤ 利用者が快適に使用できるよう定期的に又は必要に応じて除草を行うこと。 

⑥ 駐車場の適切な維持管理を行うこと 

㋐ 附属設備等の適切な維持管理を行うこと。 

㋑ 駐車場満車が見込まれる時には、利用者の安全確保とスムーズな駐車場への流

入を促すため、必要に応じて誘導・整理員を配置したり、関係団体に協力を求め

たりするなど、必要な措置を講ずること。 

(2) 市民テニスコートの保守管理 

① 設備の保守点検を行うこと。  

②  テニスコートの保守管理を行うこと。 

③ 屋外照明等の維持管理を行うこと。 

(3) 故障等が発生したとき、又は短期間のうちに故障等が発生すると見込まれるときは、

速やかに修繕を行うこと。また、利用者の施設使用に影響を及ぼす緊急の場合は、速や

かに対応し、その内容について市に報告を行うこと。 

＊除草範囲の関係図書については、文化・スポーツ推進課に備え付けているので、必要な

場合は連絡すること。 

 

Ⅲ 城陽市立市民プール 

   文部科学省・国土交通省からの「プールの安全標準指針」、厚生労働省からの「遊泳

用プールの衛生基準」を参考に、適正な維持管理を行うこと。 

(1) 関係法令に基づく法定検査をはじめ、設備の保守点検を行うこと。 

(2)  開設中に係る城陽市立市民プールの維持管理については、別添「スポーツ施設及び設

備の維持管理基準」より行うこと。 

(3)  開設準備及び終了業務を行うこと 

(4)  適切な日常管理業務を行うこと。 

(5)  監視員の資質向上を図るため講習会を実施すること。 

(6) ８月の最終日曜日は無料開放日であり、隣接する北部コミュニティセンターの水泳祭

りも開催されるため、主催者と事前に協議を行うこと。 

(7) 開設期間外の施設の維持管理を行うこと  

(8) 濾過機運転業務を適切に行い、水質の維持管理を行うこと。 

(9) 各施設及び附属設備の保守管理を行い、利用者の安全と衛生確保を図ること。 

 

７ 事業実施に関する業務 

(1) スポーツ・レクリエーション普及業務 

   総合運動公園の施設を有効に活用し、市民のスポーツ・レクリエーション活動の習

慣化と、活動への支援等を展開できるよう事業を企画し実施すること。 

 ① 若年層から高齢者層まで幅広い年齢層を対象とし事業を実施すること。 

 ②  スポーツの習慣化が図れる事業を実施すること。 
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③ 多数の参加者が見込める魅力的な事業を実施すること。 

④ 参加型事業だけでなく、多数の入場者が見込める観戦型事業の展開を実施すること。 

 ⑤ 各種助成金等を活用し、参加費が適正な額となるよう配慮すること。 

⑥ 事業実施に係る参加費収入、入場料収入、協賛金収入、助成金収入等は指定管理者の

収入とする。 

 

８ 利用促進に関する業務 

(1)  利用促進 

  施設の利用者や事業参加者などの増加を図るため、次の利用促進策を講じること。 

① 広報啓発活動 

㋐ 広報誌の発行、市広報紙の活用、報道機関への情報提供等 

㋑ ポスター・チラシの作成・配布等 

㋒ ホームページによる情報発信等、インターネットの活用 

  ㋓ ミニコミ誌などへの情報提供 

② 営業活動等 

㋐ 市内スポーツ団体や民間会社等に対する施設利用のための営業活動 

㋑ 事業参加者等を対象としたアンケートによるニーズの把握 

③ その他 

必要な利用促進策を講じること。  

(2)  利用状況等の調査 

  次の利用状況を調査し、報告すること。 

① 城陽市総合運動公園（スポーツゾーン）、城陽市立市民運動広場 

㋐  各施設の利用状況及び入金状況 （月１回） 

  ａ 使用可能日数、使用日数 

ｂ 受付件数、使用件数、屋外照明使用件数 

ｃ 使用人数 

ｄ 使用時間 

  ｅ 各スポーツ施設使用料及び還付金 

 ｆ 各施設屋外照明使用料及び還付金 

＊ｃからｆについては使用料の還付が発生することから、当該月の報告については暫

定報告とし、２ヶ月後に還付分を引いた確定数字を提出すること。 

㋑ 第１駐車場利用状況 （月１回） 

ａ 月別、料金別利用状況 

  ｂ 総駐車台数（有料駐車台数、無料駐車台数） 

ｃ 料金（時間）別駐車台数 

㋒ スポーツ事業計画及び実施状況 

㋓  年間の種目別利用状況 （年度終了後の確定後すぐ） 
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㋔ 年間の総合運動公園スポーツゾーン管理運営に係る経費の内訳 

② 城陽市立市民プール 

    開設期間終了後２０日以内に報告書を提出すること 

㋐ 利用人数（日、月使用区分別） 

㋑ 使用料金別収納状況等 

③ 全施設 

 その他市が必要と認める事項（随時） 

  

９ その他施設の管理運営に必要な業務 

(1)  組織及び人員配置等 

 ① 管理業務を行うために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等関係

法令を遵守し、雇用・労働条件への適切な配慮を行い、管理業務を効率的に行うため

の業務形態に合った適正な人数の職員を配置すること。 

 ② 各種業務における責任体制を明確にすること。 

③ 消防法その他関係法令による必置の有資格者が必要となる業務には、その業務に見

合った有資格者を配置すること。また、施設の運営上必要となる防火管理者や危険物

取り扱い主任者等の責任者については選任を行うこと。 

 ④ 職員の資質向上を図るため、必要な研修を実施するとともに、施設･設備の管理に必

要な知識と技術の習得に努めること。また、スポーツ施設という特有の性格を持った

施設であるため、公認スポーツ施設管理士の資格保持者の配置を行うこと。 

 ⑤ 職員の勤務体制は、利用者の要望に応えられるとともに、施設の維持管理に支障の

ない体制をとること。 

 ⑥ 指定管理する施設の性格を理解し、利用者のスポーツに関する各種の相談や要望に

応えることができるよう、スポーツプログラマー、健康運動指導士等の資格保持者を

１人以上配置し、また、その資格保持者が施設職員の中に配置されていることを明示

し、積極的な利用者の支援策を講じてスポーツの拠点となるように努めること。  

(2) 第三者による管理業務の実施 

 ① 次に掲げる業務を除き、管理業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせ

てはならない。 

 ㋐ 市民テニスコートの受付、使用料の徴収に関する業務 

㋑ 市民プール開設に係る日常管理運営及び駐輪場整理業務 

㋒ 清掃、警備等個々の具体的業務 

  ㋓ その他市と協議により定めた業務 

② 管理業務の一部を第三者に実施させるときには、全て指定管理者の責任と経費にお

いて行うこと。 

③ 管理業務に関して、指定管理者が委託又は請け負わせた者（以下「請負者」という。）

の責に帰すべき事由により生じた損害、損失又は増加経費については、指定管理者は
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請負者と共同で負担すること。 

(3) 市内事業者等への配慮 

    管理業務の実施に際し、物品を購入し、若しくは業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせる場合は、可能な限り、城陽市内に事務所を有する事業者・団体を対象

とすること。 

(4) 情報管理 

 ① 管理業務を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法

律等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要

な措置を講じること。 

 ② 管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはな

らない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。 

 ③ 管理業務に関する情報の公開について、情報公開規程の制定など、必要な措置を講

じること。 

(5) 環境行動の実践 

① 施設の管理運営など事業の実施によって生じる様々な環境への負荷を減らすため、

本市の環境方針を認識・理解した上で、省エネ・省資源などの環境行動の実践、利用

者等への環境配慮の要請、スタッフへの職場研修などに取り組むこと。 

② 市民運動広場の木津川河川敷運動広場については、除草剤の使用は控えること。 

(6)  事前協議等 

① 指定管理者は、管理業務の実施に関する重要事項を変更しようとするときは、事前

に市と協議すること。 

② 1件 130万円を超える修繕については、事前に市と協議すること。 

 ③ 修繕に係る経費の総額が、協定で定めた指定管理料（精算分）を上回る時は、市と

協議をすること。 

(7) 緊急時の対応 

① 事故や災害等の緊急事態が発生したときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、

市をはじめ関係機関等に対して連絡を行うこと。 

② 緊急事態の発生に備えて、次の緊急時対応マニュアルを作成すること。なお、マニ

ュアルの作成については、指定管理を受ける施設全体に対しての体制となるものとす

ること。 

  ㋐ 職員緊急連絡網及び緊急出動体制表 

  ㋑ 自衛消防隊編成表 

  ㋒ 河川敷運動広場増水等緊急出動体制表 

  ㋓ その他必要な緊急時対応マニュアル 

③ 緊急事態の発生に備えた職員に対するマニュアルの徹底、発生時の施設利用者の避

難誘導等の訓練を実施し、災害発生に対し万全を期すこと。 

④ 緊急事態発生において、市の災害対策本部が施設を避難場所として使用するときは、
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その指示に従うこと。 

(8) 備品の管理に関する業務 

① 各施設に備え付けられている備品等については、指定管理者に無償で貸与する。指

定管理者は、備品等を常に良好な状態に保つよう管理するものとする。 

② 指定管理者は、既存備品等が経年劣化等により、管理業務実施の用に供することが

できなくなったときは、必要に応じて指定管理料で当該備品等を購入又は調達するも

のとする。 

③ 指定管理者は、備品管理に当たり、備品台帳を作成し、適正な管理を行うとともに、

処分等の異動をしようとするときは、事前に市の承認を得ること。 

(9) 暴力団の排除 

城陽市暴力団排除条例の基本理念にのっとり、施設の管理運営（自主事業を含む。）

に当たり暴力団の利益とならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関

する施策に協力すること。 

(10) 使用許可等の行政処分 

指定管理者が行う使用許可等については、あくまで指定管理者が本市の機関として

権限を行使する行政処分であることから、城陽市行政手続条例が適用されるため、指

定管理者は、審査基準（第 5条）、標準処理期間（第 6条）及び処分の基準（第 12条）

を定め、これらを事務所に備付け、その他の方法により公にしておくこと。 

(11) 不当な利用拒否・差別的な取り扱いの禁止 

   指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んでな

らず、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならな

い。 

(12) 事業報告書の提出 

  ① 毎年度終了後から５０日以内に、事業報告書を提出すること。 

  ② 事業報告書の記載内容は次の項目を含むこと。 

   ㋐ 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項 

   ㋑ 管理経費の収支状況に関する事項 

   ㋒ その他市が指示する事項 

③ 指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算し

て５０日以内に報告書を市に提出すること。 

(13) 業務実施状況の確認等 

① 市は、管理業務の実施状況を確認するため、随時、管理施設に立ち入ることがで

きる。 

② 市は、管理業務の実施状況や維持･管理経費の収支状況等について、指定管理者に

随時報告及び説明を求めることができる。 

③ 指定管理者は、市から上記①②に係る申出を受けたときは、正当な理由がある場

合を除き、それに応じなければならない。 
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④ 市は、指定管理者に対して、必要と認めた場合は維持･管理業務の改善等、必要な

指示を行うことができる。指定管理者は、市から指示を受けたときは速やかにその

指示に応じなければならない。 

 

１０ 損害賠償等 

(1) 保険への加入 

① 施設の維持･管理業務の実施にあたり、スポーツファシリティーズ保険またはそれに

類する保険に加入すること。 

② 市は、建物火災などに対応するため、公益社団法人全国市有物件災害共済会等の建

物総合損害共済に加入しています。 

③ 自主事業参加者などの事故に備えて、独自に傷害、損害保険等に加入すること。 

(2) 損害賠償等 

① 指定管理者の責に帰すべき事由により、管理施設又は管理備品等を破損、汚損又は

滅失した場合は、その損害を賠償すること。 

② 指定管理者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害が生じたときは、その

損害を賠償すること。 

③ 災害等、市及び指定管理者の責によらない事由により生じた損害の負担区分等につ

いては次のとおりとする。 

 ㋐ 指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じたときは、両者協議の上合理性の認

められる範囲内で市が負担する。 

 ㋑ 市に損害、損失又は増加費用が生じたときは、市が負担する。 

 

 


